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憐愍 (anukampā) に関する覚書

新 井 一 光
パーリ中部「聖求経」の「比丘たちよ、その時、私は、梵天の懇請を知って、ま

た、衆生に対して哀れみをもつものであることに縁って ( )、
仏眼によって世間を見た（1）」という一節において、「衆生に対して哀れみをもつもの
であることに縁って」に相当する記述が、『四分律』及び『五分律』に欠如してい
る。それ故、私は、仏陀の最初説法の動機として所謂慈悲の要因は認められないた
め、仏陀の最初説法は慈悲に基づかないと考えている。しかし、後代、『根本中頌』

「最終偈」において、著者ナーガールジュナは、
仏陀の説法に関して所謂慈悲に類する憐愍  という表現を用いてその動機
を示している。

一切の見を捨てるために、憐愍を取り入れて

、正法を説いたもの、かのガウタマに、私は礼拝する。

ナーガールジュナによる一つの解釈であるが、上掲「聖求経」の一節に示される
説法の動機である憐愍に関して、シュミットハウゼン教授は次のように述べている。

これにたいして、アシュヴァゴーシャは、ブッダチャリタXIV.95–103で、ブラフマー（と

シャクラ）の登場よりまえに、すでに憐憫を語っており、仏陀にみずからその逡巡を克

服させている：これはあきらかに、後世の捉え方による通俗的な伝承にしたがおうとす

る試みである。（齋藤2002: 87）

即ち、シュミットハウゼン教授は  第14章「現等覚章」95–103偈
において仏陀に結び付けられる憐愍を後代の「通俗的な伝承」  

に従うものと理解されている。Bc 14.95では、上掲「聖求経」の問題の一節と同じ
場面、即ち、成道後、仏陀が慈悲ないし慈悲に類する概念を動機として世間を見る
に至る場面が説かれる。Bc 14.31以降の梵文が回収されない個所であるが、チベッ
ト語訳と私の訳を以下に示し、趣旨を確認しよう。
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それから、縁起を獲得し無我の道に往したこの牟尼は、目覚めて、いたく憐れみ、寂静

のために、仏眼によって世間を見た。

上述したように、私の考えでは、上掲「聖求経」の問題の一節において、パーリ
テキストに認められる は、初期仏教の律文献に欠落することから、
後代の付加と想定される。従って、文献学上、仏陀の最初説法は慈悲に基づかない
と考えざるを得ない。これに対して、Bc 14.95では、「憐れみによって」  と
いう表現で仏陀の最初説法の動機が表されているから、後代に付加された段階の伝
承に基づく記述と見なされるべきであろう。即ち、Bc 14.95を表したアシュヴァゴー
シャは、仏陀が説法を行う動機として、憐れみ乃至憐れみに類する概念を認めてい
た、もしくは受け入れていたと考えられる。また、上述したように、ナーガールジュ
ナはMMK 27.30において、仏陀が説法を行う動機として、

と説いている。ナーガールジュナはアシュヴァゴーシャと同時代
と考えられるから、この二人の時代には、仏陀が説法を行う動機に関して、「憐愍」

 や憐れみ  乃至憐れみに類する概念が結び付けられる伝承が広く
知られていたと思われる（2）。

しかるに、このBc 14.95の brtse bas の原語は何であろうか。 の用例は
Bc全体で70回認められ、それらの中18回は である（Bc 1.81, 3.43, 

6.41, 10.32, 11.54, 11.55, 13.31, 14.100, 15.21, 16.20, 16.30, 17.33, 18.59, 19.12, 20.1, 21.50, 25.62, 

26.71）。梵文が回収されるBc 14.30までの範囲、及び、梵文が回収される合計10個
所（Bc 1.81, 3.43, 6.41, 10.32, 11.54, 11.55, 13.31, 15.21, 16.20, 16.30）の中、6.41を除く9個所
で、その原語が ないし であることが確認される（3）。

一方、梵文が回収されるBc 14.30までの範囲で、 が単独に用いられる用
例は37回あるが、それらの原語は、主に  等である。しか
し、  の原語として  は一度も認められない。従って、チベット訳者
は、  と  を厳密に区別し、訳し分けていたと考えられる（4）。

それ故、今問題としているBc 14.95の  の原語は ではなく、他の
類似した表現である可能性が高いであろう。

しかし、Bcは、MMKとサンスクリットの表現は異なっており、後代の伝承に従っ
たものであるとしても、この時代に二人の仏教者が、仏陀の説法の動機として、憐
愍ないし憐愍に類する表現を用いていたことは、当時の仏教徒たちが仏陀もしくは
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仏陀の説法をいかなるものと見ていたか示す点で、重要な意義をもつであろう。
ただし、私としては、この意義を十分認めた上で、MMK 27.30 の  

と、Bc 14.95の brtse bas の違いにはやはり注意が必要であると思うのである。
 に関連して、袴谷憲昭氏は次のように指摘しておられる。

大乗経典になると、「仏（たち）」が「（有情たちの）哀愍のゆえに受領する 

」という表現が頻出するようになるが、ここでは、「作善主

義」との絡みで、この表現の背景を一瞥しておきたい。まず、なぜこのような表現が可

能かというと、「仏」はインドでは  を無駄にすることのないバラモン祭官にも等

しき霊力を持っていると信じられていたからであり、その霊力ゆえに、（ロ）「仏」は「哀

愍のゆえ」に、（イ）有情の提供した （報酬、施物）を「受領」してやることがで

きるのであり、これを（イ）の側から言えば、親切にも（ロ）に「受領」して頂けると

いうことになるわけである。（袴谷2002: 79–80）〔下線＝新井〕（5）

つまり、仏は、「哀愍のゆえ」に、有情からの献納物を受け取ってやり、その返礼
として、その有情の悪業が払拭されるというあり方において、仏が献納物を受け取っ
てやる理由が、「哀愍のゆえに」と言われる、とされる。このあり方の淵源を、袴谷
氏は、『リグ＝ヴェーダ』第1篇第126章第5頌に指摘し、さらに、  
という表現は、大乗経典において頻出するようになるとも指摘しておられる。その
註に指示される江島恵教他編1987の個所を見ると、10回の用例が挙げられるが（〔K

頁行：〕1661,2, 1698,9, 17212,13, 1763,4, 18013, 4464）、さらに「提婆達多品」26416 の1例を加えた、
全11回の用例が『法華経』に認められる。その中、K 166–180に出る9回は「化城
喩品」の用例であり、4464 は「普門品」の用例である。これらの9回の用例を見る
と、『法華経』全体にわたって用例が認められるわけではなく、また「方便品」に用
例がないことを考えると、そのテキストにおける思想の展開ないし変遷が考慮され
なければならないであろう。とりわけ、「化城喩品」にこの語の使用が偏っているこ
とは、何らかの特殊な事情があるように思われる。

さて、「化城喩品」における9回の用例を見ると、その中8回は、大梵天が、世尊に
法を説くよう懇請する時、世尊を讃える偈の直前に挙げられる次のような記述である。

『正法華』90a9: 惟願哀愍納受宮殿華土之供。

『妙法華』23b6–7: 唯見哀愍饒益我等、所献宮殿願垂納受。

世尊は、これらの梵天の車をご納受ください。私たちに対する哀愍の故に

。善逝は、これらの梵天の車をご受領く

ださい。私たちに対する哀愍の故に 。
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この記述は、K 169,7–9、K 172,11–13、K 176,2–4にもほぼ同文が認められ、特徴
ある繰り返しとなっていると思われる（6）。これらの記述は、先に引用した袴谷氏の
ご見解に従って説明すれば、（ロ）「世尊」「善逝」は、大梵天に対する哀愍の故に、

（イ）大梵天の提供した （報酬、施物）である「車」を「納受」ないし「受領」
してやることができるという趣旨であろう。

次に、「化城喩品」の残りの一つの用例は次の通りである。

『正法華』91c18–19: 惟為我等、講演無上正真道誼、願弘慧見指示其処。当従如来学大聖教。

『妙法華』25a22–24: 世尊、亦当為我等、説阿耨多羅三藐三菩提法。我等聞已皆共修学。

私たち〔十六人の沙弥〕も如来から学びたいと願いますので、どうか、世尊、如来、阿

羅漢、正覚者は、私たちに対する哀愍の故に

、無上正覚を目的として（7） 、法をお説きください。

ここではまず、 は『正法華』『妙法華』の二つの漢訳には訳さ
れていないため、後代付加されたと考えられる点を理解する必要がある。しかし、
梵語テキストで、法を説く動機として「哀愍の故に」が説かれる点はどのように考
えられるであろうか。先の「化城喩品」の8例は、大梵天から世尊への贈り物を仏
が「哀愍の故に」受け取ってやるという文脈におけるものであった。それに対して、
今、K 180,12–14は、仏は「哀愍の故に」法を説いてもらいたいという、直接の要求
に関わるものである。しかし、これらの二つの意義は、厳密には異なっているよう
に思われる。というのも、先の「化城喩品」の8例は世尊からの「説法」という返
礼を期待して、納受の理由として贈り主から最初に語られた言葉であるのに対して、
今の「哀愍の故に」の場合は、すでに世尊への献納は済んでおり、世尊が返礼をな
す動機を示すように思われるからである。つまり、（Ａ）納受の理由と、（Ｂ）説法の
動機を示す二つの意義で、この表現が使われているように思われるのである（8）。

袴谷氏は、「哀愍の故に」という表現に関して、福の生じる田という意義の「福
田」、つまり布施 に値するもの  に対して大きな果報を期待するこ
とを大雑把な意味でインド的信仰と説明され、この意味で、仏教徒にとっての最高
の「福田」を仏世尊である釈尊と指摘されるのであるが、その「福田」が、寄進を

「お慈悲のゆえに 」受領してやることにする時に、この表現が書
き添えられるとされ、「所信の慈悲の句」と仮称しておられる（9）。先に検討した9例
の中、「化城喩品」K 180,12–14を除く8例が、袴谷氏が指摘されるこのあり方に合
致するのは明らかであろう。
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略号

MMK   『中論頌：梵蔵漢合校・導読・訳注』, ed. 叶少勇 

(Ye Shaoyong)，中西書局，2011.〔原文をワイリー方式に改めて提示した。〕

P  北京版西蔵大蔵経

大正  大正新脩大蔵経

『正法華』 『正法華経』大正9、No. 263

『妙法華』 『妙法蓮華経』大正9、No. 262

新井一光2021 『慈悲論』山喜房佛書林

江島恵教他編1987 『梵蔵漢法華経原典総索引』第Ⅲ分冊、霊友会

梶山雄一1985 『ブッダチャリタ』原始仏典、第10巻、講談社

齋藤直樹2002  〔訳〕「ランバート・シュミットハウゼン　超然と同情 : 初期仏教にみ

られる精神性と救済（利）の目的」『哲学』（三田哲学会）108: 67–99

袴谷憲昭2002 『仏教教団史論』大蔵出版。

袴谷憲昭2011 「信仰と儀式」『大乗仏教の実践』シリーズ大乗仏教3、春秋社 : 59–93

袴谷憲昭2020 「仏教教団と貨幣経済」『仏教経済研究』49: 1–21

松田和信2020  「ブッダチャリタ第15章「初転法輪」：梵文テキストと和訳」『仏教大

学仏教学会紀要』25: 27–44

松本史朗2010 『法華経思想論』大蔵出版

註

（1） Majjhimanikāya (Pali Text Society ed.): I 169,5–7.

（2） Bc に関してご教示をいただいた松田和信先生に、記して謝意を表したい。

（3） rjes (su) brtse (ba) の10回の用例の中、梵文が回収される9個所のチベット語訳と梵
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文の対応は次の通りである。章偈番号 チベット語訳 : サンスクリット原語の順に

よって示す。

松田

 　これらの9個所で  が ないし の

訳であることが認められる。それに対して、例外は で、  がある

が、その原語は  ではない：

 　な お、Bc に つ い て、

 ht tps : //www2 .h f . u i o .no/po lyg lo t ta/ index .php? 

page=library&bid=2) を参照した。

（4） この想定に関して、例えば、特にBc 10.32において、brtse bas は snehena、rjes su 

brtse は anukampo の訳であり、この両者の区別をよく示すであろう。

 実に、このように私が言うのは、愛情 (sneha) によってなのです。支配欲によって

でなく、傲慢さによってではありません。というのは、あなたのこの比丘の姿を見

てから、憐愍 (anukampā) が生じ、さらに涙が来たから。

（5） なお、袴谷2002: 229–232、及び袴谷2013: 545、註71参照。

（6） ただし、K 169,7–9及びK 176,2–4における用例は『正法華』には認められない（新井2021: 34）。

（7） について、松本2010: 150–156 参照。

（8） 「提婆達多品」 ：『正法華』106a16–17：『妙法華』35c13参照。ただし、二つの漢

訳には訳されていない。「観世音菩薩普門品」 ：『正法華』129c13–17：『妙法華』

57b27–c4では、世尊が、献納物を納受する理由として、「哀愍の故に」が用いられる。

（9） 袴谷2020: 8–9、袴谷2011: 64–65参照。なお、袴谷氏は「所信の慈悲の句」について、

「仏教経済思想研究序説」（二）「教団における所得と分配の基本構造」（未刊）にお

いて論じられているが（袴谷2020: 18、註19）、参照できなかった。


